
○旧旭東幼稚園園舎条例施行規則 

平成１１年１月２６日 

市教育委員会規則第２号 

改正 平成２０年１２月２５日市教育委員会規則第１５号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，旧旭東幼稚園園舎条例（平成１０年市条例第５０号。以下「条例」

という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（職員等） 

第２条 旧旭東幼稚園園舎（以下「旧園舎」という。）に指導員を置くことができる。 

（職員等の職務） 

第３条 職員は，岡山市教育委員会（以下「教育委員会」という。）の命により旧園舎の

事務を掌理し，入場者及び使用者に指導・助言を与え，並びに文化財の保存及び活用が

円滑に進展するよう努める。 

（公開及び使用時間） 

第４条 旧園舎を公開し，及び使用することができる時間は，午前９時３０分から午後４

時３０分までとする。ただし，教育委員会が必要と認めるときは，これを変更すること

ができる。 

（休所日） 

第５条 旧園舎の休所日は，次のとおりとする。 

（１） 月曜日及び毎月の第２日曜日 

（２） 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する「国民の祝

日」並びにその前日及び翌日が「国民の祝日」である日。ただし，「国民の祝日」が

前号に規定する休所日に当たるときは，その翌日 

（３） 年末年始（１２月２８日から１２月３１日まで及び１月２日から１月４日まで） 

（４） その他教育委員会が必要と認める日 

（使用手続） 

第６条 条例第２条の規定に基づき旧園舎を使用しようとする者は，旧旭東幼稚園園舎使

用許可申請書（別記様式）を提出しなければならない。 



（協議会の設置） 

第７条 旧園舎の活用について協議するために，旧園舎運営協議会（以下「協議会」とい

う。）を設けることができる。 

２ 協議会の組織及び運営については，別に定める。 

第８条 この規則に定めるもののほか，旧園舎の管理及び運営について必要な事項は別に

定める。 

附 則 

この規則は，平成１１年３月１日から施行する。 

附 則（平成２０年市教育委員会規則第１５号） 

この規則は，公布の日から施行する。 



 



別記様式（第６条関係） 

 


